
資料１、資料２について（補足） 

 

資料１「小平市地域包括支援センター事業実施方針（案）」は、介護保険法第１１

５条の４７において、「市町村は包括的支援事業の実施に係る方針を示して、当該包

括的支援事業を委託することができる」と規定されており、これに基づき毎年策定を

するものとなっております。地域包括支援センターの運営上の基本的考えと業務推進

の指針等を明確にするとともに、センター業務の円滑で効果的な実施、及び市の方向

性を確認します。 

 

資料２「平成３１年度 地域包括支援センター事業計画（案）」は、毎年度の市全

体の地域包括支援センター事業の具体的な運営計画として、市において策定をしてい

るものです。 

 

資料１、資料２につきましては、前回の協議会で協議・検討いただいた、小平市及

び地域包括支援センターの評価についての改善点を中心に改定を行ったものでござ

います。 

資料１「小平市地域包括支援センター事業実施方針」における、昨年度からの主

な変更点は、5ページの「地域ケア会議の概念図」、6ページの「６公正・中立性確保

のための方針」、「７ 個人情報の取扱いについて」、「９その他（２）本方針の周知徹

底」の部分でございます。 

資料２「平成３１年度地域包括支援センター事業計画」における、昨年度からの主

な変更点は、5ページの（５）地域ケア会議について、別紙地域ケア会議実施計画と

して作成し、会議を類型化し、それぞれの会議の目的や機能、構成員を定めたもので

ございます。 

協議会においては、主な変更点を中心に協議・検討いただきますようよろしくお願

いします。 


